
　　

　

介
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基準月額）

３，６９４円

　

市
内
の
高
齢
化
率
は
、
平
成
２９
年
度
に
３３
・
１
㌫
に
な
る
と
予
想
さ
れ
、
高
齢
者

へ
の
福
祉
施
策
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
「
安
心
と
生
き
が
い

の
あ
る
高
齢
者
福
祉
の
充
実
」
を
理
念
に
、
第
６
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
（
平
成
２７
年
度
～
平
成
２９
年
度
）
を
策
定
し
、
保
険
料
の
基
準
月
額
を

５
６
７
９
円
と
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
皆
さ
ん
に
影
響
あ
る
保
険
料
と
主
な
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
制
度
は
、
少
子
高
齢
化
が
急

速
に
進
行
す
る
中
、
高
齢
者
の
介
護
を
社

会
全
体
で
支
え
合
う
仕
組
み
で
す
。
こ
の

制
度
で
は
、
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
選
択

し
事
業
者
と
の
契
約
で
利
用
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（
保
険
加
入
者
）

は
、
４０
歳
以
上
の
方
で
す
。

　
６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
の
納
め
方
は

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
納

付
書
や
口
座
引
き
落
と
し
（
普
通
徴
収
）

に
よ
る
場
合
に
分
か
れ
ま
す
。

　
ま
た
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
の
保
険
料
は
、

市
へ
直
接
納
め
ず
、
医
療
保
険
と
一
括
し

て
納
め
ま
す
。

　
６５
歳
以
上
の
方
は
、
日
常
生
活
を
営
む

の
に
常
に
介
護
を
要
す
る
状
態
や
、
日
常

生
活
に
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
４０

歳
か
ら
６４
歳
の
方
は
、
初
老
期
認
知
症
や

脳
血
管
疾
患
な
ど
の
老
化
に
よ
る
１６
の
病

気
が
原
因
で
、
要
介
護
や
要
支
援
状
態
と

な
っ
た
と
き
に
、
認
定
を
経
て
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方
が
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
費
用（
給
付
費
）の
う
ち
、

１
割
ま
た
は
２
割
は
利
用
者
が
負
担
し
ま

す
。
残
り
の
割
合
を
６５
歳
以
上
の
方
の
保

険
料
で
２２
㌫
、
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
の
保

険
料
で
２８
㌫
、
国
２５
㌫
、
県
１２
・
５
㌫
、
市

１２
・
５
㌫
を
負
担
し
ま
す
。

　
昨
年
度
ま
で
は
、
６５
歳
以
上
の
方
が
２１

㌫
、
４０
歳
か
ら
６４
歳
の
方
が
２９
㌫
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
法
改
正
に
よ
り
本
年
度

か
ら
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
３
年
ご
と
に
介

護
保
険
事
業
計
画
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
平
成
２７
年
度
～
平
成
２９
年
度
）
で
は
、
高

齢
者
人
口
の
推
移
や
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
量
を
見
込
み
、
そ
れ
を
運
営
す
る
た
め

に
ど
れ
く
ら
い
の
保
険
料
が
必
要
か
を
検

討
し
て
、
一
人
当
た
り
の
負
担
を
算
出
し
、

６５
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
を
定
め
ま
し
た
。

　
保
険
料
は
所
得
段
階
区
分
を
１０
段
階
と

し
、
本
市
の
基
本
月
額
（
第
５
段
階
）
は

５
６
７
９
円
、
年
額
６
万
８
１
０
０
円
で

す
。
低
所
得
者
で
あ
る
第
１
段
階
の
方
は

消
費
税
を
財
源
と
し
た
公
費
を
投
入
し
て
、

保
険
料
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
の
保
険
料
は
、
６
月
下
旬
に
郵

送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所得段階 所得などの条件 保険料（年額）

第１段階

生活保護を受給している人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福
祉年金を受けている人
本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が年間８０ 万円以下の人

※２７，２００円

第２段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が年間８０万円を超え１２０万円以下の人

※４４，２００円

第３段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が年間１２０万円を超える人

※４７，７００円

第４段階
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人で、課税年金
収入額と合計所得金額の合計が年間８０万円以下の人

６３，３００円

第５段階
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人で、課税年金
収入額と合計所得金額の合計が８０万円を超える人

６８，１００円

第６段階 本人が市民税課税で合計所得金額が１２５ 万円未満の人 ８０，４００円

第７段階 本人が市民税課税で合計所得金額が１２５万円以上１９０万円未満の人 ８９，９００円

第８段階 本人が市民税課税で合計所得金額が１９０万円以上３００万円未満の人 １１０，４００円

第９段階 本人が市民税課税で合計所得金額が３００万円以上４００万円未満の人 １１５，８００円

第１０段階 本人が市民税課税で合計所得金額が４００万円以上の人 １２９，４００円

平成２７年度から２９年度までの介護保険料

※第１～第３段階は平成２９年度に国の制度改正により保険料が軽減される予定です

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

仕
組
み

保
険
料
の
納
め
方
と
利
用

　

財
源

６５
歳
以
上
の
負
担
は
２２
％

　

見
直
し

保
険
料
の
決
め
方

  介護給付の実績と見込み

拡大する給付費と高まる介護保険料

第４期 第５期 第６期（見込み）

６５

□問い合わせ

高齢福祉課

志２６－２１１１

（内線１６１）

歳
以
上
の
方
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　給付費は、 介護サービスに必要なお金のうち、１割の自己負担額を除いた金額をいいます。
市の給付費は年々増加傾向にあります。第６期となるこれからの給付費も、介護報酬
や認定者数の増加などから約１６４億円になることが予想されます。給付額が増えると、
その２２㌫を負担する６５歳以上の方の保険料が上がります。

４２．１ ４４．３３８．６ ４６．９ ４９．１ ５1．4 53．5 ５４．４ ５６．０



　　

　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

　　
　
市
は
、
第
６
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
生
活
支
援

や
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、

サ
ー
ビ
ス
向
上
な
ど
、
介
護
保
険
制
度
の

健
全
な
運
営
に
努
め
ま
す
。

　
同
計
画
の
詳
細
は
、
市
役
所
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
や
各
振
興
事
務
所
、
市
中
央
図

書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.city.ena.

lg.jp/

）
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

【
四
つ
の
目
標
】

●
高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
す

　
高
齢
者
の
持
つ
知
恵
と
経
験
を
生
か
す

た
め
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を
充
実

さ
せ
、就
業
機
会
を
拡
充
し
ま
す
。
ま
た
、

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
、
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
を

通
じ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、
地
域

で
の
触
れ
合
い
の
場
を
通
じ
て
高
齢
者
の

社
会
参
加
を
促
進
し
ま
す
。

●
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
す

　
加
齢
に
よ
る
心
身
の
変
化
や
健
康
の
大

切
さ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
生
活

習
慣
病
予
防
、
介
護
予
防
、
さ
ら
に
は
食

生
活
習
慣
や
運
動
不
足
に
起
因
す
る
病
気

や
寝
た
き
り
と
な
る
こ
と
な
ど
へ
の
予
防

事
業
を
推
進
し
ま
す
。
特
に
認
知
症
予
防

対
策
を
充
実
し
ま
す
。

●
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
健
康
で
自
立
し

た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地

域
で
支
え
合
う
仕
組
み
を
構
築
・
充
実
し
、

高
齢
者
の
日
常
生
活
へ
の
支
援
を
行
い
ま

す
。
ま
た
独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
高
齢

者
世
帯
で
の
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
設
置

や
見
守
り
体
制
を
充
実
し
ま
す
。

●
介
護
を
受
け
な
が
ら
安
心
し
て
暮
ら
す

　
要
介
護
状
態
に
応
じ
た
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
、
地
域
で
安
心
し
て
住
み

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
密
着
型
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
を
充
実
し
ま
す
。
ま

た
、
介
護
家
族
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
り

ま
す
。

　
　
世
代
間
交
流
な
ど
地
域
と
の
関
わ
り
か

ら
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
活
動
へ
の
参
加

を
図
り
、
元
気
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
活

躍
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。
高
齢
者
の

知
識
や
経
験
を
生
か
す
場
の
確
保
が
、
高

齢
者
の
生
き
が
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
壮
健
ク
ラ
ブ
へ
の
参
加
促
進

　
市
内
に
１
１
６
の
壮
健
ク
ラ
ブ
（
老
人

ク
ラ
ブ
）
が
あ
り
、
約
７
２
０
０
人
の
高

齢
者
が
地
域
の
清
掃
活
動
や
花
壇
作
り
、

子
ど
も
の
見
守
り
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
や
介
護
予
防
、
健
康
づ
く
り
、
仲
間

づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

●
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録

　
こ
れ
ま
で
に
培
っ
た
豊
か
な
経
験
や
知

識
、
技
能
を
生
か
し
な
が
ら
、
い
つ
ま
で

も
元
気
で
働
く
た
め
に
、
就
業
機
会
を
確

保
し
、
活
躍
す
る
場
を
創
出
し
ま
す
。

●
三
学
の
精
神
に
基
づ
い
た
生
涯
学
習
の

取
り
組
み

　
高
齢
者
の
学
ぶ
意
欲
を
支
え
る
た
め
、

恵
那
三
学
塾
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
機
会

の
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

●
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の
参
画
と
連
携

　
地
域
内
の
各
種
団
体
が
連
携
を
図
り
、

課
題
を
共
有
し
な
が
ら
高
齢
者
を
地
域
で

支
え
る
取
り
組
み
を
進
め
、
高
齢
者
自
ら

も
健
康
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
し
、

地
域
の
中
で
活
躍
す
る
場
を
つ
く
り
出
し

て
い
く
社
会
を
目
指
し
ま
す
。

　

市
の
高
齢
者
人
口
が
増
加
す
る
中
、
高
齢
者
世
帯
や
独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
今
後
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
す
た
め

に
、
介
護
予
防
を
重
点
に
自
ら
の
健
康
を
守
る
人
づ
く
り
と
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
し
た
地
域
で
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

　介護保険料の一部は、高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らしていくために、
健康づくりや介護予防、認知症予防に向けた取り組みに使われています。
　みんなで介護予防や認知症予防事業に参加することで、介護保険サービスの利用を
少なくし、介護保険料を増やさないことが大切です。

保険料の一部で行う介護予防

介護を予防する主な事業

○ささゆりカフェ
　認知症の人や家族が医療・福祉関係者らとコーヒーを飲みながら
気楽に相談や介護情報を得る場として認知症カフェを開催します。

○認知症の人の家族のつどいの開催
　認知症の人を介護している家族を支える場として、介護相談や
情報交換、勉強会を開催します。

○認知症講演会の開催
　認知症とその予防に関する普及啓発に役立つ講演会を市内各地
域で開催します。

○高齢者等温泉施設利用助成券の発行
　高齢者の閉じこもり防止と介護予防を図るため、市内の温泉施設を利用した際、１回の利
用に対して３００円の助成を行っています。ただし事前の利用申請が必要です。

○いきいき健康教室、サロン活動への講師派遣
　健康づくりや介護予防に取り組んでいる壮健クラブなどに、運動指導士や音楽療法士、看
護師、歯科衛生士、作業療法士などを派遣し、健康相談や口腔（こうくう）機能改善指導、
運動機能訓練などを行います。

○介護予防教室の開催
　身近な地域で健康づくりや認知症予防を目的に水中運動
教室や転倒骨折予防教室、健康体操教室を開催します。

○介護予防サポーター養成講座の開催

　介護予防の基礎知識を学び、介護予防事業のお手伝いや、
自ら地域で介護予防活動を行う方を養成します。

▲平成２６年度介護予防サポーター養
成講座修了の皆さん

▲認知症の人たちを支援する
日本縦断のランニングイベン
ト「ＲＵＮ伴

とも
」

高
齢
者
福
祉
の
充
実

　
高
齢
者
福
祉
・
介
護
保
険
事
業
計
画

四
つ
の
目
標
を
掲
げ
ま
す

安
心
と
生
き
が
い
の
あ
る

　

活
動
団
体

多
様
な
生
き
が
い
活
動
支
援
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